
⑤実績報告書の提出（事業者→県）

⑥検査・交付額の決定（県→事業者）

⑦請求書の提出（事業者→県）

⑧補助金の振込（県→事業者）

・業務終了後、速やかに経費精算を行い、実績報告書を提出してください。

・実績報告書に基づき補助金額を確定します。

・請求書を提出してください。
・適法な請求書受理後、概ね１月後に補助金を指定口座に振り込みます。

☆

☆

☆：補助金申請事業者が行う事務です

①愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談（事業者→プロ人拠点）

②人材紹介事業者に取り繋ぎ（プロ人拠点→人材紹介事業者）

③補助金交付申請書の提出（事業者→県）

④補助金交付決定（県→事業者）

・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点にプロ人材の活用について相談
の上、企業情報シートを提出してください。

・企業情報シートを人材紹介事業者に取り繋ぎます。

・業務委託等が決定したら、副業・兼業プロ人材が就業を始める15日前
までに補助金申請書を提出してください。

・プロ人材の確保（内定）後であれば、契約書（案）をもとに補助金申請を
することもできます。補助金交付要件に該当するか不安がある場合は、
正式契約前の提出をお勧めします。正式契約前に交付申請した場合、
正式契約後、契約書の写しを県に提出してください。

・申請に基づき交付決定通知します。
・交付決定されてから、副業・兼業プロ人材は業務を始めてください。

☆

☆

＜補助事業の内容に変更が生じた場合＞
☆県に相談の上、変更交付申請書を提出してください。

愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金手続きフロー図


